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特許庁からのお知らせ

1．クラウドファンディングと意匠権 
～クラウドファンディング活用企業による意匠登録事例集～

特許庁 審査第一部 意匠課

１．概要
　クラウドファンディングを活用した資金調達方法が

広く知られるようになりました。新しい資金調達方法

であっても、製品を製造・販売する以上、自社製品の

保護や他人の権利の侵害回避など、意匠制度が密接に

関わってきます。クラウドファンディングは、製品化

決定前にその意匠を公開することが多く、新規性を登

録要件とする意匠権の取得には注意が必要です。

　そこで、クラウドファンディングを活用する方に向

けた意匠制度紹介コンテンツとして、令和４年４月、

特許庁は、「クラウドファンディングと意匠権～クラウ

ドファンディング活用企業による意匠登録事例集～」

（全22頁）を公表しました。

２．本資料の内容
　この資料は、クラウドファンディングを活用して資

金調達をしつつ意匠権を取得した６者の事例と、クラ

ウドファンディングを行う際に留意すべき意匠制度の

基本的事項の説明から構成されています。

　６者の事例においては、それぞれ意匠出願の時期や

出願目的についても紹介しています。

　クラウドファンディングを行う際に留意すべき意匠

制度の基本的事項においては、他人の権利の存在を事

前に確認すること、模倣品対策に意匠権を取得してお

くとよいこと、意匠の公開後に意匠出願しても権利化

できない可能性があるため注意が必要であること等を

説明しています。

　クラウドファンディングを活用する方は、ぜひご一

読ください。

　

　

（参考）

「クラウドファンディングと意匠権 ～クラウドファン

ディング活用企業による意匠登録事例集～」

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/ 

document/crowdfunding-jirei-20220422.pdf

　※本資料は、冊子の用意はございません。

意匠登録出願の目的・理由

① オリジナリティの証明
② 他社商品との差別化
③ 第三者機関に認められることによる信頼感・安心感の創出

出典：革のある暮らしⓇ HP：https://lwl.jp/、machi-ya by CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/projects/view/275027?list=project_instant_search_results、J-PlatPat特許及び意匠公報から
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お札は10枚程度、コインはできるだけ少なく、カードは3枚くらいまで

と「 必要最低限」 を 提案するキャッシュレス時代に適応した財布。

スライドロック構造とコーナーストラップ®で特許権と商標権も取得

している。

革工房 革のある暮らしⓇ Life with Leather

所在地 ： 千葉県

創立 ： 2017年10月

事業内容： 革製品全般の制作・販売
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権利取得までの流れ

クラウドファンディング
を活用した事例 11

※特許及び商標登録出願も同様

スマートウォレット【理 kotowari®】

※革のある暮らしⓇ Life with Leather HP及びクラウドファンディングサイトから
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クラウドファンディングを活用した事例（一部）

クラウドファンディングと意匠権

クラウドファンディングによる事業の流れの例

11

クラウドファンディングを行う際に留意すべき意匠制度（一部）
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2．第11回日中韓デザインフォーラム 
～グローバル経済・Web3.0時代におけるデザインの保護～ 

を開催しました

特許庁 総務部 国際政策課
審査第一部 意匠課

　2022年８月１日、日本国特許庁（JPO）は、中国国家

知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）の協力の下、

第11回日中韓デザインフォーラムをオンラインで開催

し、日中韓の三か国の意匠制度ユーザーなど約250名の

方に参加いただきました。

　JPO濱野長官からの主催者挨拶、CNIPA及びKIPOの

代表者からの開会挨拶に続き、以下２つのセッション

を行いました。

セッション１：グローバルな経済活動の
伸展
　企業活動のグローバル化に伴い、各国ユーザーの諸

外国における意匠権取得の必要性が一層高まっていま

す。これに伴いハーグ協定の加盟国も漸次増加してお

り、2022年５月５日に中国が加入したことで、日中韓

全てのハーグ協定加入が完了しました。

　ハーグ制度の利用拡大が期待されるところ、セッショ

ン１では、各官庁から、各国のハーグ制度に関する最

新動向や、ユーザーが日中韓の三か国を指定して国際

出願する場合の留意点等を紹介しました。

　質疑応答では、後日出願のバリエーションデザイン

を保護する際の各国制度の違いや中国の専利法実施細

則・審査指南の施行見通しに関して質問があり、各庁

が回答しました。

セッション２：Web3.0時代における
デザインの創作及び保護の実態
　Web3.0時代のイノベーションの波を受け、２次元の

画像やデジタル空間におけるデザインの創作が一層活

発となってきています。セッション２では、各国にお

ける画像やデジタル空間におけるデザインの創作や保

護の実態、近年市場が急拡大しているメタバースにお

ける法的課題等について、官庁に加えて、民間の有識者・

企業の方から発表いただきました。

　まず、基調講演として、森・濱田松本法律事務所の

増田雅史弁護士から、メタバースサービスの拡大とそ

の相互運用への動きが急速に進んでいる中で新たに生

じてきている法的課題と、それを受けたルール作りの

必要性等について説明いただきました。

　次に、KDDI株式会社の大野拓哉知的財産室長か

ら、都市連動型メタバース「バーチャル渋谷」の取組

や、2022年４月に発表した「バーチャルシティガイド

ライン」の中で提起されたメタバースにおけるデザイ

ン保護の論点等について紹介いただきました。続い

て、杭州博楽工業設計社（中国）のチョウCEO、Unity 

Technologies Korea社（韓国）のキム・エバンジェリズ

ム本部長から、画像やデジタル空間等におけるデザイ

ンの創作実態や、保護に関する論点を中心にそれぞれ

紹介いただきました。

　最後に、各官庁から、現行制度における保護の実態や、

将来的な検討課題について紹介し、質疑応答を行いま

した。視聴者からは、メタバースにおけるデザインに

ついて、現行法下で保護可能な対象物や今後の制度見

直しの可能性、実際に生じている争いについて質問が

寄せられました。

　

　最後に、JPO野仲審査第一部長が、今回のフォーラ

ムを総括し、閉会となりました。

　

 本フォーラムの詳細や一部のプレゼン資料（英語版）

は、以下の特許庁ウェブページに掲載していますので、

ぜひご覧ください。

URL：https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/

seminar/nityukan_design.html


